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１  令和３年度 事業概要 

 

令和２年度の組織改編により調布市教育相談所は指導室に統合され，指導室

教育支援係が新設されました。引き続き平成３１年度からの「調布市基本計

画」，「調布市教育プラン」に基づき，悩みや不安を抱える子どもや保護者一

人一人に寄り添い，個に応じたきめ細かな教育相談の充実を図ります。 

また，平成３１年３月に策定した「調布市特別支援教育推進計画」に基づき，

学校生活において特別な支援を必要とする子どもや児童一人一人が個に応じた

学習の場で，学び，力を伸ばすことができるよう就学前から卒業まで切れ目な

い支援が行われるよう相談事業を実施してまいります。 

 

 

２ 教育相談事業 

 【教育プラン 主要事業 14「個に応じたきめ細かな教育相談の充実」】 

 事 業 名 事  業  内  容 

1 来所相談 

○心理専門職による子どもと保護者への面接相談 

子どもの心理や行動に関する心配ごとについて，

心理の専門家が，子どもと保護者への継続的な面接

を行います。必要に応じて子どもへのプレイセラピ

ーや発達検査，保護者へのカウンセリング等，一人

一人へのきめ細かな支援を行います。状況に応じた

総合的な支援となるよう，教育支援コーディネータ

ーやスクールソーシャルワーカー及び関係機関と連

携して相談体制の充実を図ります。 

 

2 電話相談 

○教育専門職や心理専門職による電話相談等 

匿名で自宅からでも気軽に相談できる電話相談の

利点を生かし，子育ての不安，学校生活に関するこ

と，いじめ等，子どもや保護者の悩みをいち早くキ

ャッチし，問題の深刻化を予防するための相談を行

います。電話相談担当者は，相談者とともに相談者

が抱える課題を整理し，必要に応じて来所相談や関

係機関に結びつける等，早期解決を支援します。 
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就学相談 

○就学先等を決めるにあたっての相談 

学校教育の場で特別な支援を必要とする児童・生

徒が，発達の状況に応じて適切な教育を受けること

ができるように，就学相談を行います。 

「就学相談ガイド」を活用し，丁寧な説明を通じ

て就学先等の情報を正確に伝えます。保護者の希望

を尊重し，児童・生徒が個に応じた学習環境の中で

のびやかに学ぶことができるよう保護者と学校が児

童・生徒に必要な支援について充分な相互理解と協

力を得ることにより，児童・生徒の力を伸ばすこと

ができるよう相談を進めます。また，巡回相談事業

や教育支援コーディネーター，スクールソーシャル

ワーカーとともに就学相談を受けて市立小・中学校

に在籍している児童・生徒の継続相談等の支援の充

実を図るほか，未就学児の観察等にも巡回相談員か

らの専門性に基づく助言を求めます。 

４ 巡回相談 

○専門家による巡回相談 

巡回相談では，臨床心理士や言語聴覚士，作業療法

士等，特別支援教育の専門家による巡回相談員が，

市立小・中学校を巡回して児童・生徒の行動観察等

を行い，学級に適応しづらい児童・生徒の状況を早

期に把握し，適切な支援を受けることができるよ

う，教員への指導上の助言や保護者との面接・相談

等を行います。 

巡回相談と就学相談の連携をさらに深め，学習や学

校生活に困難を抱える児童・生徒一人一人の教育的

ニーズに応じた支援や合理的配慮の提案・助言を充

実していきます。 
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３ 学校に行きづらい子どもの保護者への支援 

  

 

４ 広報活動                   

   教育相談所の事業内容を広く市民に周知し，子どもや保護者・教職員などに

気軽に利用していただけるように，各種刊行物の発行・配布，ホームページへ

の掲載等を行います。 

 

 

 

学校に行きづらい子ど

もの保護者の集い 

 

○土曜日開催を継続 

学校に行きづらい児童・生徒の保護者の多くは，子ども

への接し方などにひとりで悩み孤立しがちです。そこで，

話題提供や情報交換の機会をつくるなど，子どもへの対応

のヒントや心のサポートを得られるようにするため，保護

者を対象とした集いを各学期に１回開催します。 

また，参加者のニーズに合った事業実施となるよう検討

し，教育部内関係部署，関係機関との連携を進めます。 

今年度も平日に参加しづらい保護者のために，土曜日開

催を継続します。 

 

広報誌名・内容 発行月 配布対象 

調布市教育相談所だより 第６６号 ５月 
保育園，小・中学校の児童・

生徒の保護者向け 

調布市教育相談所だより 第６７号 １２月 
小・中学校の児童・生徒の保

護者向け 

ちょうふの教育相談（ 令 和 ２ 年 度 利 用 報 告 ） ８月 学校・関係機関向け 

小１個別面談のご案内 ９月 小学校１年生保護者向け 

心のキャッチフォン 電話相談ＰＲしおり 
９月 

１月 

小・中学校の児童・生徒・保

護者向け 

就学相談のご案内 
５月 

10・11月 

 

就学相談説明会参加者 

就学時健康診断受診者の保

護者 

就学相談ガイド（令和３年度版） ５月 
就学相談説明会参加者 

就学相談申込者 
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５ 関係機関との連携      

子どもの心身の健やかな成長のために相談活動を進めるうえで，学校・教育

部内関係部署はもとより，子どもを取り巻く関係機関（子ども発達センター・

子ども家庭支援センターすこやか・医療機関・児童相談所・若者サポートステ

ーション・行政関係部署等）との連携の重要性が増しています。それぞれの機

関の専門性を生かしながら，連携を推進して参ります。 

 

 

６ 研修・研究活動               

  教育相談所の相談事業の一層の充実を図るため，相談員としての専門知識の

習得，相談技能の向上等を目指し，医学研修会，事例検討会等，各種研修・研

究活動を行います。 

   


